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契約違反を起こした有資格業者の指名停止について 

 

標記について、下記のとおり指名停止を行うこととしたのでお知らせします。 

 
記 

 
１．指名停止となった有資格業者 

① 名   称  株式会社 田浦組 
     許可番号  知事許可（特-３） 第２２５号 
     所 在 地  長崎県長崎市滑石２－６－２４ 
 
   ② 名   称  株式会社 長崎西部建設 
     許可番号  知事許可（特-４） 第５号 
     所 在 地  長崎県長崎市玉園町２－３７ 
 
２．指名停止の期間 

① 令和５年９月９日から令和５年１２月８日まで（３ヶ月） 
② 令和５年９月９日から令和５年１２月８日まで（３ヶ月） 

 
３．指名停止の理由 

長崎振興局長崎港湾漁港事務所発注の工事において、労働災害の発生に際し、

労働基準監督署へ虚偽の報告を行っていたため、長崎県建設工事標準請負契約書

第１条に違反したことによる措置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県が発注する工事等の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領 

第３条 「別表第１第３号（契約違反）」 該当 


